八尾市防犯灯管理GISシステム導入業務
公募型プロポーザル実施要領
1. 目的
現在、市内には約２万灯の防犯灯が設置されているが、安全で安心して生活することができる地域社会の実現をめざし、これまで町会等により維持管理されてきた防犯灯について、町会等の負担軽減を図るため、本市への移管を行い、本市が直接維持管理を実施する取り組みを進めていくこととしている。
本業務は、本市への移管を円滑に行うとともに、本市で防犯灯の維持管理を効率的かつ適切に行うため、市内の防犯灯の現地調査を行い、その結果を反映させた防犯灯台帳システムを構築し、汎用的なGISデータ形式で納品するほか、所有権の移転に必要となる作業等を一括で行う。
2. 業務名
八尾市防犯灯管理GISシステム導入業務
3. 業務内容
別紙「仕様書」のとおり
4. 履行期限
（1） 契約締結日から令和10年３月31日までとする。
（2） 構築後のシステムの利用については令和14年３月31日までを予定している。
5. 業務委託料限度額
システム導入業務　70,400,000円（消費税及び地方消費税を含む）

・契約締結日～令和９年３月31日まで（１年目）
　51,000,000円（消費税及び地方消費税を含む）
・令和９年度４月１日～令和10年３月31日まで（２年目）
　　　　　19,400,000円（消費税及び地方消費税を含む）

運用保守業務　　　 2,090,000円/年（消費税及び地方消費税を含む）

・令和10年４月１日～令和14年3月31日まで
※なお、運用保守業務の支払いは単年度毎に行うこととする。
6. 参加資格
以下の要件を全て満たす法人とする。
（１） 八尾市財務規則(昭和39年規則第33号)第98条の入札参加資格を備えていること。
（２） 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく申立てがなされていない者であること。
（３）  地方自治法施行令第167条の４の規定に抵触しないこと。
（４） 「八尾市入札参加停止要綱」に基づく入札参加停止及び「八尾市契約関係暴力団排除措置要綱」に基づく入札等排除措置を受けていないこと。
（５）　八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)に規定する暴力団密接関係者ではないこと。
（６）　本業務の契約拠点となる本社、支店、営業所等の所在が大阪府内にあること。
（7） 　ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得していること。
（８）　ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証を取得していること。
（９）　JISQ15001(プライバシーマーク)の認証を取得していること。
（10）　ISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得していること。
（11）　ISO20000（ITサービスマネジメントシステム）の認証を取得していること。
（12）　ISO27017（クラウドセキュリティ）の認証を取得していること。
（13）　 地方公共団体において平成28年度以降に完了した防犯灯または街路灯（照明灯）、公園灯の現地調査及びインターネットを活用したGIS構築の実績が、それぞれあること。但し、現地調査及びリース業務が一括で契約の場合は、調査業務からシステム導入、台帳整理までが完了していれば実績として認めることとする。
（14）　本市指名登録において測量業務に第1希望・第2希望いずれかで登録していること。
（15）　管理技術者として、空間情報総括監理技術者の資格を有しており、また地方公共団体で同種または同類業務に従事した実績を有する者を配置できること。
（16）　照査技術者として、空間情報総括監理技術者の資格を有しており、また地方公共団体で同種または同類業務に従事した実績を有する者を配置できること。
7. 事業スケジュール、事務手順
（1） 令和８年４月15日（水）
実施要領等の公表（ホームページ）
参加表明書及び企画提案書等の受付開始
業務内容に関する質問受付開始
（2） 令和８年４月23日（木）
業務内容に関する質問受付締切（電子メール）
（3） 令和８年５月８日（金）
質問の回答（ホームページ）
（4） 令和８年５月22日（金）
参加表明書及び企画提案書等の受付締切
（5） 令和８年５月29日（金） 　　　１次審査（書類審査）結果通知（電子メール）
（6） 令和８年６月９日（火）
２次審査（プレゼンテーション審査）
（7） 令和８年６月12日（金）
２次審査結果通知（電子メール）
（8） 令和８年６月中旬　　　
契約予定日
8. 担当課等
所在地：〒581-0003　大阪府八尾市本町１丁目１番１号
担当課：八尾市危機管理課 危機管理係
担当者：大山、藤原、溝端
TEL：072-924-3817
FAX：072-924-3968
E-mail：kikikanri@city.yao.osaka.jp 
9. 実施要領等の公表について
（1） 公表日
令和８年４月15日（水）
（2） 公表方法
本市ホームページにて公表
参加表明書、公募に関する資料・様式等についても、本市ホームページからダウンロードすること。
10. 質問の受付及び回答
本プロポーザルに関する質問は、以下の方法にて受付期間内に質問書を提出すること。
（1） 受付期限
令和８年４月23日（木）17時まで
（2） 質問方法
質問書（様式第１号）に必要事項を記載のうえ、件名を「【公募型プロポーザル】質問書送付」とし電子メールにて提出すること。また、電子メール送信後、電話にて受信確認を行うこと。（窓口・電話での質問は原則受け付けない。）
（3） 回答
各事業者より提出された質疑は、事業者名以外の内容をとりまとめ、全ての回答をとりまとめた「質問回答書」を作成し、令和８年５月８日（金）までに、本市ホームページで回答する。回答内容については、本実施要領及び仕様書の追加または修正とみなす。
11. 参加表明書及び企画提案書等の提出について
参加資格要件を満たし、プロポーザルの参加を希望する者は、評価基準等を確認の上、以下の方法にて必要書類を受付期間内に提出すること。
（1） 受付期限
令和８年５月22日（金）17 時まで（ただし、土・日曜日及び祝日は除く。）
（2） 提出方法
提出方法は持参とする。
・下記書類をA4 ファイルに綴じて、ファイルの表紙及び背表紙に業務名及び事業者名を記載したもの1部（正本）、 事業者名の記載をしていないもの９部（審査用）を提出するものとする。
・審査用については、ファイルの表紙、背表紙、及び各提出書類等に事業者が特定できる記載をしないものとすること。
・正本、審査用の他に下記提出書類のデータ1式を格納したCD-R またはDVD-R の電子媒体も担当課へ提出すること。
（3） 提出書類
1 参加表明書（様式第２号）
2 会社概要書（様式第３号）
3 業務実績書（様式第４号）
4 実施体制調書（様式第５号）
5 企画提案書（様式第６号）
6 提案内容書（任意様式）
・目次及びページ番号を付与し、以下の項目についてMicrosoft office Excel、Word、PowerPoint のいずれかで作成し、Ａ４サイズ換算として20 ページ以内にまとめること。
・専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表などを適宜使用するなど見やすく明確な提案内容書とすること。専門的な用語には説明を付すこと。
・ロゴ等提案者が容易に判別できるものを記載しないこと。
	項目
	提案書記載内容

	１ 業務方針
	・本業務にあたり基本的な考え方やコンセプトについて記載すること。
・提案を実現するためのシステム構成を含む内容を図示の上、具体的に記載すること。

	２ 業務実施体制
	・本業務の実施体制を図示すること。
・本業務を履行するための業務管理手法を記載すること。

	３ スケジュール
	・業務実施スケジュールを具体的に記載すること。

	４ 現地調査等
移管作業
	・現地調査、現地調査整理、現地補備調査等を円滑かつ適正に実施するための手法を具体的に記載すること。

	５ GISシステム
導入
	・GISシステム導入による業務効率化について記載すること。
・事業者、職員が利用する際の操作性や機能について記載すること。
・他サービスとの連携等があれば記載すること。

	６ セキュリティ
対策
	・使用するデータセンターについて明示すること。
・システム機能によるセキュリティ対策について明示すること。

	７ 操作研修
	・研修の実施方法について記載すること。
・操作マニュアルの内容等について記載すること。

	８ 運用保守
	・システムの運用保守の内容を記載すること。
・障害発生時の対応体制について記載すること。
・システムのアップデート対応などについて記載すること。

	９ 有益な提案
	・市内業者の活用など有効な提案があれば記載すること。

・プロセスの改善など業務効率化の提案があれば記載すること。
・庁内部局とのデータ共有化など将来性の提案があれば記載すること。


7 見積書(様式第７号、様式第８号)
上記⑥提案内容書で提案した事項(仕様書に定める事項を含む)に関する見積書（２年間のシステム導入業務及び４年間の運用保守業務）を作成すること。また、見積書の内訳書(任意様式。各年度の業務内容ごとの費用が分かるもの)を別途添付すること。
8 システム機能一覧(別紙１)、非機能要件一覧（別紙２)
（4） 辞退表明
参加表明書提出後に辞退を表明する場合、速やかに担当課へ連絡し、辞退届(様式第９号) を提出すること。
12. 留意事項
（1） 企画提案書等の提出は１者につき１案のみとする。
（2） 提案提出後、本市より内容に関する問い合わせを行うことがある。
（3） 提出書類等は返却しない。
（4） 企画提案書等の提出期限後における書類の追加、修正及び再提出には原則として応じない。
（5） 企画提案書等の作成及び提出並びにプレゼンテーションに要する費用は、提案者側の負担とする。
（6） 提出された企画提案書等は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。
（7） 本プロポーザルに係る提出書類及び評価結果などについては、八尾市情報公開条例（平成７年条例第９号）の規定に基づき、その内容の全部又は一部を公開する場合がある。
13. １次審査(書類審査)

（1） 上記11（３）提出書類がすべて提出、提案されているか確認し、別紙の評価基準により審査を行う。なお、未提出、未提案の項目があった場合は失格とする。
（2） 参加表明書の提出者が３者を超える場合には、１次審査（書類審査）の評価点数の高い上位３者に対し、２次審査を行うこととする。
（3） １次審査の結果、２次審査のプレゼンテーション当日の集合時間、待機場所、開始時間等については、令和８年５月29日（金）までに電子メールにて通知する。

14. ２次審査（プレゼンテーション審査）
（1） ２次審査の出席者は、１事業者あたり５名以内とする。
（2） プレゼンテーションの時間は、質疑応答10分程度を含め30分以内(準備及び片付けは除く)とする。
（3） プレゼンテーションに必要なプロジェクター及びパソコン等の機器は提案者にて準備すること。
（4） プレゼンテーションは、提出した企画提案書等をもとに行うこと。別途資料配布は一切認めない。
（5） ２次審査の選定結果については、令和８年６月12日(金)までに電子メールにて通知する。
15. 選定及び評価基準
（1） 選定は、本市職員で組織する八尾市防犯灯管理ＧＩＳシステム導入業務委託事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)にて行う。

（2） 選定方法及び評価基準は、「八尾市防犯灯管理ＧＩＳシステム導入業務委託事業者選定基準」を参照すること。
16. 無効となる参加表明書または企画提案書等
（1） 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。
（2） 指定する作成様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの
（3） 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの
（4） 虚偽の内容が記載されているもの
（5） 見積が業務委託料限度額を超えているもの
17. 失格条件
次に掲げる事由が生じた場合には、プロポーザルの参加資格または優先交渉権者の決定を取り消すことがある。
（1） 委託契約時に指名停止である場合
（2） プロポーザル開始時から業務委託契約間に、不正行為が認められた場合
（3） その他、選定委員会が不適格と認めた場合
（4） 他の提案事業者に対する妨害行為、あるいは選定にかかる委員への職務執行を妨害する行為を行った場合
18. 契約手続
審査の結果、最も優れた提案者と契約の交渉(提案書等の修正協議を含む。)を行う。
なお、 辞退その他の理由で契約ができない場合は、次点の者と契約の交渉を行う。
（1） 契約締結について
本業務に関する契約形態は、業務委託契約とする。
（2） 契約保証金について
契約保証金については、契約額の100分の５以上とし、契約締結前に納付することとする。(契約請負側が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約による証書の提出でも可とする。)なお、八尾市財務規則第122条に該当する場合、契約保証金を免除できるものとする。
（3） 再委託の禁止
受託者は、本市の承認を得ることなく受託業務を他人に委託することはできない。
（4） その他
本業務を遂行する上で知り得た情報については、本市の承認を得ることなく第三者に漏らしてはならない。
八尾市防犯灯管理GISシステム導入業務委託事業者選定基準
1. 選定方法
（1） 審査対象となった提案について、次項「２.評価基準」に基づき、１次審査（書類審査）、２次審査（プレゼンテーション審査）の合計を算出するものとする。
（2） 総合評価点数は200点を満点とする。
（3） ２次審査（プレゼンテーション審査）は選定委員会により審査を行い、合計点数を「評価点数」とし、各委員の評価点数の平均点に、事務局側で審査した１次審査（書類審査）の審査点を加算することで「総合評価点数」とする。

（4） 総合評価点数の同じ者が２者以上あるときは、選定委員会により審査した評価点数の高い者を優先交渉権者として選定する。なお、評価点数も同じ場合は、４．現地調査等移管作業において点数の高い者を優先交渉権者として選定する。
（5） 優先交渉権者との協議が合意に至らなかった場合は、次点の者と協議に入ることとする。ただし、総合評価点数が６割を超えた者に限る。
（6） 優先交渉権者の総合評価点数が６割に達しない場合、再募集とする。
（7） 申請者が１者であっても審査を実施し、総合評価点数が６割を超えた場合その者を優先交渉権者として選定する。
2. 評価基準
（1） 別表の各評価項目について、評価内容に記載の観点から評価し、採点する。なお、審査は事業者名を伏せて行う。
（2） １次審査（書類審査）の評価点数は、事務局側で審査する。
（3） ２次審査（プレゼンテーション審査）の評価点数は、選定委員の平均点(評価点数合計／選定委員数)とする。

（4） ２次審査時は、１次審査（書類審査）と２次審査（プレゼンテーション審査）を踏まえた総合的評価を行い、優先交渉権者を選定する。
（5） 記載がない項目は０点とする。
評価基準
	評価項目
	評価内容
	評価点

	1.会社概要書
（様式３号）
	・業務を安定に継続遂行できるか。公的な資格を有し業務を安全に実現できる内容となっているか。
	25

	2.業務実績書
（様式４号）
	・同種又は類似業務の事業実績を有しており、そのノウハウ等を十分に活かすことが期待できるか。
	15

	3.見積書
（様式第７号）
（様式第８号）
	・提案価格（※）が、業務委託料限度額の上限と同額の場合を０点とし、業務委託料限度額に対する割合に応じて評価する。
	20

	１次審査（書類審査）　計
	60

	1.業務方針
	・本市の現状や目的、課題を十分に理解した提案となっているか。
・職員の業務効率化（インターネットでのリアルタイムの情報共有）について提案がされているか。
・市民サービスの向上という目的に対して、具体的な解決策や効果が明確に示されているか。
	10

	2.業務実施体制
	・プロジェクト管理者を中心とした指揮命令系統が明確であるか。
・本市との連絡調整窓口や各担当者の役割分担が具体的に示されているか。
・工程管理手法や、課題管理、リスク管理手法等が示されているか。
・本市で必要となる職員の作業内容やスケジュール等も明確に記載されて
いるか。
・本業務を実施するにあたり十分な人員が配置されているか。
	10

	3.スケジュール
	・現地調査は、実施可能な現実的なスケジュールが提案できているか。
・本市との情報共有や課題解決のための進捗ポイント、重要ポイントが明確に示されているか。
・システム構築、現地調査、名義変更、占用申請等など、各工程の流れが明確に示されているか。
・想定外の事態や作業遅延が発生した場合の代替案など、柔軟な工程管理となっているか。
	20

	4.現地調査等
移管作業
	・職員との共有（作業報告）が確実に行われる提案となっているか。
・ヘルメット、腕章、身分証、複数名体制（２名１班等）等の提案がされているか。
・現地調査は効率的に実施する提案となっているか。
・現地調査の前に、地域へ事前周知を図るなど、トラブル回避のための提案がされているか。
・現地調査と町会等との不整合の確認は効率的に実施する提案となっているか。
・町会等の資料との突合作業で不足した情報を現地補足調査する体制は整っているか。
・支柱の腐食状況を分かりやすく確認するための提案がされているか。
・道路・河川の各管理者（国、府、市）を効率的に把握するための提案があるか。
	30

	5.GISシステム
導入
	・利用者が使いやすいシステムとなっているか。
※スマホ・タブレット内臓GPS・カメラとの連携等

・利便性の高いコンテンツや便利な機能は備わっているか。
　※GoogleMaps、ストリートビュー等

・利便性の高いGIS機能は備わっているか。
　※属性情報、空間解析、検索機能、帳票出力等

・位置やルート検索機能で、検索データは常に最新情報に更新されるか。
・地図の読込・表示は高速処理できているか。読込中・処理中等の表示に遅延はないか。
	20

	6.セキュリティ
対策
	・提案されているデータセンターが、政府が求めるセキュリティ基準を満たしたクラウドサービス（ISMAP）に登録されている等、セキュリティ対策に問題が無いか。

・利用者認証やアクセス権限の管理が適切に実装されているか。
・システムへのアクセスログや操作ログの取得・保存方法が具体的に示されているか。
・データセンターの所在地は日本国内になっているか。
・インターネット経由での各種攻撃や不正アクセスについて対応されてい
るか。
	10

	7.操作研修
	・各時点（運用開始）における具体的な職員（事業者）研修やフォローアップ研修の提案はあるか。
・操作マニュアル作成について具体的な提案がされているか。
・システム操作研修の操作支援体制について具体的な提案がされているか。
	10

	8.運用保守
	・専用ヘルプデスクが設置され、問い合わせ対応から課題解決までの流れが明確に示されているか。
・定期的なシステム保守（バックアップ、セキュリティパッチ等）の実施内容が提案されているか。
・運用状況の定期報告（システム稼働率、障害履歴、問合せ状況等）の実施が提案されているか。
・運用期間中のシステムバージョンアップ等、利用継続に必要な対応が示されているか。
・システム障害時の対応について提案がされているか。
	10

	9.有益な提案
	・市内の事業者と連携するなど有効な追加提案がされているか。
・プロセスの改善、作業時間短縮、コスト削減など、職員の業務効率化に繋がる提案となっているか。
・本市にとって将来性のある技術やシステムの導入として実現可能性が高い提案となっているか。
	10

	10.説明、システム
デモンストレ
ーション、
質疑応答
	・発表者の説明（表現）は、分かりやすい表現になっているか。
・発表者の説明（表現）に、業務に対する熱意が表れているか。
・発表者の説明や質問の回答に対するコミュニケーション能力。
	10

	２次審査（プレゼンテーション審査）　計
	140

	審査合計
	200


※　提案価格は、システム導入業務の２年分と、運用保守業務の４年分の合計金額
以下の価格案分表の割合に応じて評価する。
[image: image1.emf]割合 点数

業務委託料限度額の85％未満 20

業務委託料限度額の85％以上90%未満 15

業務委託料限度額の90％以上95%未満 10

業務委託料限度額の95％以上100%未満 5
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